
事業者が， その路線を共通(または併行)にする部分について事

業を継続して経営することができなくなったとき，またはいち

じるしく収益を減少することとなったときは，国は自動車五E送

事業者が受けた損失を補償することができることとし，この場

合の計算方法を規定した規則 (昭和 26 ・ 12 運輸省令書写 103 号)。

事業廃止の場合に対する補償はし廃止補償1 といい，自動車

巡送事業の当該部分における利益年額の 7 年分(年幸IJ 3 分 5 厘

のホフマン式計p:により 6.164 を乗じたもの)の金額以内にお

いて， また収主主滅少の場合に対する補償は L滅益補償1 といい，

自動車巡送事業者の利益の滋少額 (3 年以内)の範囲内において，

l 年ごとにこの事業を経営する官庁と運輸大臣が協議して決定

する。(消7k喜代造)

じどうし 々う んそうとりあっかいじぎょう 自動車運送取

扱事業 俗に L水屋1 と 呼ばれている事業であって， 道路運

送法(昭和 26 法律第 183 号)第 2 条第 1 :項 4 号に規定されてい

る。従来自由営業であったものが，この法律によって登録事業と

して規制された。この事業は他人の需要に応じ，運賃その他の手

数料を収受して貨物をトラック業者に取りついだり，他人の代

弁をして貨物をトラック業者に託送したり，あるいはトラック

業者を利用して貨物の運送をするなどの事業を行うものである。

自動車運送取扱事業の運賃料金は，運輸大臣の認可を受けな

ければならないことになっているが，商慣習， トラッ F業者と

の運賃料金の割賦など突際上困難な問題があるので，現在は運

賃料金の一定割合( 2 割前後が普通である)を，荷主またはトラ

ック業者ーから収受している。この事業者が受取るべき運賃料金

は，利用運送の運賃料金手数料としては受託 ・ 引渡 ・ 集配 ・綴

卸およびその他自動車運送取扱事業に関連する種々の経費であ

る。(梶田勝次郎)

じどうし 伊う んようじ っ せき 自動車運用実績 配置され

た自動車がどうしづかたちで運用されたか，すなわち自動車の

作業状態を表わした突絞である。

国鉄自動車においては L国鉄自動車経営統計および報告手

続1 に自動車の迎用霞別が明記され，この街別ごとに毎月延日

車をも って表わされているが，これらは各営業所別 ・ 自動車の

極類や使用燃料別等に細分されているから ， 月別や年度別の消

長を知1ることができると同時に， 営業所あるいは事務所単位に，

大きくは国鉄自動車全体の運用成果が判明するので， 改善計画

の資料として重要なものである。

なお前述の運用種別はつぎの 5 極類となっている。

1 仕 業(営業および非営業を問わず走行キロの伴なう

じどうし々え

びに自動車用蓄電池の仕業検査， 中間検査，局部検査および臨

時検査を行ったり，その他自動車および自動車運送事業に必要

な施設の保存および管理を行う後関である。また部外から委託

による自動車の修繕をも行っている。

自動車営業所はそれぞれ路線を担当しており ，その地方自動

車事務所別の設置数は，おおむね路線の分布状態，営業キロ等

によって異なるが， 信越地方自動車事務所の 5 を除けば， 8-13

で， 総数は 92 である。なお全国で自動車営業所に支所が 44 ，

派出所が 32 ある。

自動車営業所に所長が置かれ，地方自動車事務所長の指僚を

受けて， 首席助役，支所長， 巡輸主任，助役，事務係，営業係，

運転係， 車両係および用品係を指揮監倍し，自動車営業所に属

する一切の業務を処理している。これらの職員を自動車営業所

従事良といい，約 9，800 人がいる。(宮坂正直)

じどうし e えいぎ ょう しよじゅうじいんしょくせい 自動

車営業所従事員職制 国鉄自動車営業所従事員の職制は，従

来鉄道各部門の職制と問機に， 割り当てられた仕事に直接結ひ.

ついた，いわゆる細分された職制であ ったが，業務の能率的運

営を主体として強力に簡素統合し，かつ要員の共通運用の飽を

図ることとして，昭和 27 ・ 5 総裁遥第 282 号をもって，っき.のよ

うに改正した。

l 自動車営業所従事員職制

職名 職 務

自動車

営業所長

所属員を指緑豊主督し ， 自動車

営業所に属する一切の業務を

処理する。

主席助役 自動車営業所長を補佐または

代理し，および自動車営業所

の業務を盤理する。

支所長 所属員を指揮監督し，支所に

属する業務を処理する。

運輸主任 必要な箇所に駐在し，営業の

地進 ・ 輸送の調整および関係

従事員の指導監督，ならびに

これらに付帯する業務につい

て自動車営業所長を補佐し，

または代理する。

直接指揮者

地方自動車

事務所長

自動車営業

所長

自動車営業

所長

自動車営業

所長

助 役 自動車営業所長または支所長 自動車営業

を補佐し，または代理する。 所長または

支所長

作業をしたもの)。 事務係 人事 ・ 文書 ・ 労働 ・福利厚生・ 自動車営業

2 検 査(仕業しない車両で検査および修繕を行ったも

の)。

3 予 備(整備事で当 日仕業をしなかったもの)。

4 休 止 (L国鉄自動車使用休止手続1による休止Jlíお よ 営業係

び休止車に準ずるもの)。

5 回 送(当日仕業または検査を行わない回送車)。

ー」自動車延日 Jlï。自動車仕業率。(松本敬司)

じどうし々えいぎょうしょ 自動車営業所 国鉄の地方自動 運 転 係

事事務所の現業後関。そのおもな担当業務は，自動車による旅

客・荷物および貨物の取扱および王I!送， ならびに自動車および
付帯施設の保存および管理である。すなわち旅客自動車(パス)， 車両係
貨物自動車(トラック)等を逮転して旅客 ・荷物および貨物の輸

送を行ったり， 交番表により運転士および卒掌を指定したり ，

客貨の誘致を図ったり ， 自動車の仕業点検， 500 キロ検査，

1 ，500 キロ検査， 9，000 キロ検査， 解体検査および臨時検査なら 用品係

一一- 677 一一ー

道路 ・ 会計 ・ 原価計算の業務 所長 ・ 支所

およびその他の庶務 ・ 雑務に 長または主

従事する。 任

旅客 ・ 貨物の取扱および輸送

ならびに客貨の誘致， サーピ

スの改善その他の営業および

輸送の業務に従事する。

自動車の運転および保安なら

びにその他運転に関する業務

に従事する。

自動車の検査および修繕その

他自動車の保存および管湿の

業務，ならびに施設設備の保

守作業に従事する。

物品の要求・出納 ・ 保管 ・ 配




